
- 7 - 

健康管理に関する助成金 

健康管理に関する主な助成金の概要を掲載しています。内容や対象事業所の詳細はご確

認ください。 

○団体経由産業保健活動推進助成金 

事業者が使用する労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する業務について、事

業者及び産業医等の産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援するため、「団体経

由産業保健活動推進助成金」を実施しております（厚生労働省の産業保健活動総合支援事

業の一環として実施）。 

・対象となる産業保健サービス等 

 ①医師、歯科医師による健康診断結果の意見聴取 

 ②医師、保健師による保健指導 

 ③医師による面接指導・意見聴取 

 ④医師、保健師、看護師等による健康相談対応 

 ⑤医師、保健師、看護師、社会保険労務士、両立支援コーディネーター等による 

  治療と仕事の両立支援 

 ⑥医師、保健師、看護師等による職場環境改善支援 

 ⑦医師、保健師、看護師等による健康教育研修、事業者と管理者向けの産業保健 

  に関する周知啓発（化学物質取扱いに係る健康相談、改善指導、研修等も対象に 

なります。） 

・支給要件や申請の流れ等については、労働者健康安全機構 HP をご確認ください。 

 

産業保健関係助成金（労働者健康安全機構ＨＰ）▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種助成金事業（鹿児島労働局 HP）▶ 

 

助成金 内容 問い合わせ 

受動喫煙防止対策助

成金 

職場での受動喫煙を防止するための対策

を行う。 

鹿児島労働局労働基準部 

健康安全課 

TEL：099-223-8279 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/jyoseikin.html

